




































３０年４月１日 公共建築課

共通仮設

１）直接仮設

・工事範囲以外に粉塵等が飛散しないよう、養生を施すこと

・第三者等の安全を確保するよう、災害防止処置を施すこと。

２）解体撤去 ・発生材は、原則として場外処分とする。

・解体・撤去により生じた周辺のクラック等は、原状に復旧する。

・搬出・処分は関係法令に抵触しないよう留意すること。

３）ユニット

株式会社クラフト　RH-03FT-6730（鉄骨造）
・製品発注に先立ち施工図（製作図）を提出し、監督員の確認を受けること。

特 記 仕 様 書

・解体等で大きな騒音の発生する作業については監督員と協議し施工するこ
と。

・工事場所及び資材置場を、うま、ロープ等で明確にし、安全表示板等により第
三者等の安全をはかる。

・動力用水光熱：工事に伴う水光熱は、敷地内設備を利用できる。
　ただし、電力、用水、電力の使用に伴う配管、配線および撤去、復旧等
については、請負人の負担とする。

・各部足場は、「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成31年
版」　２．２．１「足場その他」により関係法令に従い設置すること。
（900枠を原則とし、抜け止め機能付き型くさび緊結式足場（次世代足
場）等の異なるものを採用しようとする場合は、監督員の承諾を得るこ
と）

・日曜日、祝日に大きな騒音、振動の発生する作業については、騒音規制法
及び振動規制法の規定により行なわないこと。

・発生材の処分は、原則として再生工場持込とする。ただし、再生処分が出来
ない物に限り、関係法令に抵触しないよう処分すること。

・トイレ本体は電気及び機械設備を含む、運搬設置、アンカー（据付共）、接
地極共とし、下記メーカー同等品以上とする。






























